
損害の程度 お支払する保険金の額 

全 損 

建物 

主要構造部の損害額が、時価額の５０％以上または焼

失もしくは流失した部分の床面積が延床面積の７０％以

上となった場合 地震保険金額×１００％ 

（時価額が限度） 

家財 
損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の８０％

以上となった場合 

大半損 

建物 

主要構造部の損害額が、時価額の４０％以上５０％未

満または焼失もしくは流失した部分の床面積が延床面積の

５０％以上７０％未満となった場合 地震保険金額×６０％ 

（時価額の６０％が限度） 

家財 
損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の６０％

以上８０％未満となった場合 

小半損 

建物 

主要構造部の損害額が、時価額の２０％以上４０％未

満または焼失もしくは流失した部分の床面積が延床面積の

２０％以上５０％未満となった場合 地震保険金額×３０％ 

（時価額の３０％が限度） 

家財 
損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の３０％

以上６０％未満となった場合 

一部損 

建物 

主要構造部の損害額が、時価額の３％以上２０％未満

または床上浸水もしくは地盤面より４５ｃｍを超える浸水

を受け、建物の損害が全損、大・小半損に至らない場合 地震保険金額×５％ 

（時価額の５％が限度） 

家財 
損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の１０％

以上３０％未満となった場合 

 


